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三重県の海岸管理の実態三重県の海岸管理の実態

三重県 県土整備部
平成２５年１０月平成 年 月



１．海岸の現状

１－１海岸の特徴 １－２海岸線、海岸保全区域

三重県

①伊勢湾沿岸

海岸線は約１，０８８ｋｍ（全国の８番目の長さ）

海岸保全区域は約５２７ｋｍ（海岸線全延長の４８％）

○伊勢湾沿岸・・①直線的な海岸形状で緩やかな海底勾配の海岸
○熊野灘沿岸・・②－１伊勢志摩地域から熊野市にかけては複雑なリアス式海岸

②－２熊野市以南（七里御浜海岸）は直線的で急な海底勾配の海岸
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四港（港湾） 県（農地）

市町（漁港）
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（２）老朽化の現況

② １熊野灘沿岸
（伊勢志摩地域から熊野市の一部にかけて）神前岬

１－３陸閘、水門等

※海岸線延長には河口部含む

海岸 お 約 基 陸閘 水門等を管理

四港（港湾）
21.9

県（農地）
99.2

※「四港」は四日市港管理組合

②－２熊野灘沿岸
（七里御浜）

海岸管理者
陸閘

（基）

水門・樋門・樋管

（基）

計

（基）

県（水国） ２９８ １３２ ４３０

熊野灘
海岸において約２，６００基の陸閘、水門等を管理

（七里御浜） 県（水国） ２９８ １３２ ４３０

県（港湾） ８１５ ２１９ １０３４

四港（港湾） １１３ １０ １２３

県（農地） ２０９ ３９４ ６０３

県（漁港） ４５ ３５ ８０県（漁港） ４５ ３５ ８０

市町（漁港） ２９１ ５０ ３４１

合 計 １７７１ ８４０ ２６１１

※陸閘には角落しを含む
１



２．海岸の整備

２－１三重県における海岸整備事業内訳

三重県

三重県においては、「伊勢湾・三河湾海岸保
全基本計画」及び「熊野灘沿岸海岸保全基本計
画」に基づき海岸整備を実施。
平成２５年度は、直轄海岸は２海岸（伊勢湾

西南海岸 津松阪港海岸）各海岸管理者の海岸
磯津地区海岸 離岸堤四日市港海岸 護岸工（耐震）

四日市港西南海岸、津松阪港海岸）各海岸管理者の海岸
事業は２４海岸において海岸整備を実施。

高 侵 津 耐 老 そ 計 内訳

各海岸管理者による海岸事業実施状況（H25）
伊勢湾・三河湾

海岸保全基本計画
※補助・交付金事業名による分類

四日市港

海岸管理者

高
潮

侵
食

津
波
高
潮

耐
震

老
朽
化

そ
の
他 伊

勢
湾

熊
野
灘

県（水国） ３ ０ １ １ ３ ２ 10 ３ ７

港湾

【直轄】津松阪港海岸 堤防工

【直轄】伊勢湾西南海岸 堤防工

県（港湾） ２ ２ ０ ０ ２ ０ ６ ３ ３

四港（港湾） １ ０ ０ ０ ０ ０ １ １ ０

県（農地） ０ ０ ０ ０ ２ ０ ２ ０ ２

県（漁港） １ ０ １ ０ ０ ０ ２ １ １
大淀漁港海岸 堤防工

津松阪港

市町（漁港） ２ ０ １ ０ ０ ０ ３ １ ２

計 ９ ２ ３ １ ７ ２ 24 ９ 15
熊野灘沿岸

海岸保全基本計画

※補助・交付金事業のみ、単独事業を除く

大淀漁港海岸 堤防工

直轄海岸事業

水国局

港湾局

県(水国) 県(農地)

大潟地区海岸 堤防工（老朽化）

尾鷲港

内瀬地区海岸 護岸工（老朽化）

井田地区海岸 人工リーフ工

海岸管理者に
よる海岸事業

県(水国)

県(港湾)

四港(港湾)

県(農地)

県(漁港)

市町(漁港)

三浦漁港海岸 堤防工（耐震）

内瀬地区海岸 護岸工（老朽化）

２



２．海岸の整備
２－２老朽化対策（高潮対策事業 津波・高潮危機管理対策事業 老朽化対策事業）

三重県

【現状と課題】
昭和２８年の１３号台風や昭和３４年の伊勢湾台風で築造されたものが大部分であり、築後約５０年が経過し老朽化や地盤

沈下による機能の低下が進んでいる。

【対策】

○老朽化対策として、堤防・護岸の補修・補強を実施。
○平成２１年度から平成２３年度にかけて、県土整備部が管理する海岸堤防等において老朽化調査。
調査の結果、空洞が確認された箇所や広範囲に及ぶひび割れがある箇所などの脆弱箇所２００箇所について、平成２４年度
から４年間で緊急的に補強対策を実施。

鵜方浦地区海岸（志摩市）
津波・高潮危機管理対策事業

高潮対策整備等に併せた老朽化対策の例

一次点検の実施

県土整備部所管海岸

直轄海岸、施設の無
い海岸（対象外）

H21

緊急補強対策

《選定フロー》
《実施例》

堤防法面にひび割れが発生！！堤防内に空洞を確認！！

レーダー探査
（目視）

変状
の有
無

有(すべて
の変状)

H21

無

空洞

レ ダ 探査

既設護岸の老朽化状況 二次点検（簡易）の
実施（変状の計測）

二次点検（詳細）の
実施（空洞化調査）

変状現象ごとに変状
の寸法を計測

空洞有りorおそれ有
りor空洞無しの評価

H22

平成２４年度 ５５箇所完成

H23

問題なし

健全度評価
LCMマニュアル(案）

重点点検 重点監視 要対策 平成 年度 ５５箇所完成
平成２５年度 ５６箇所完成予定

※H24補正より交付金事業を活用
緊急対策箇所の選定

２００箇所

空洞化、損傷・
変状の範囲に

着目した要対策
施設の絞り込み

３



２．海岸の整備
２－３侵食対策（高潮対策事業 侵食対策事業）

三重県

【現状と課題】
○埋立・構造物の構築・河川からの土砂供給の不足などにより、海浜の侵食が進み、消波機能の低下が進んでいる。
○県南端の七里御浜海岸については、特に侵食が著しく、台風等により堤防破堤等の度重なる被害が発生している。

【対策】【対策】

○侵食が進んだ海岸については、離岸堤や人工リーフ、養浜等の整備を行っている。
○七里御浜海岸においては、巨額の費用を投入し人工リーフの整備や養浜事業に取り組んでいる。

侵食対策の実施例 七里御浜海岸の状況

七

里

御

JR紀勢本線

国道４２号

井戸川

最大で約８０ｍ後退

近年

御

浜

海

岸

延

長

養浜(H12～)
約４万ｍ３

【約２億円】／年

市木川

尾呂志川
三重県

千代崎港海岸侵食対策事業（鈴鹿市）

和歌山県

熊野川 完 成

施 工 中

将 来 計 画

凡　　　例

長

２３ｋｍ

これまでの整備状況と今後？

≪対策≫

人工リーフ

熊野川

約250億円
（人工リーフ）

約50億円
（養浜）

残事業
約830億円

約25億円
（養浜）

これまでの整備状況と今後？

約250億円
（人工リーフ）

約50億円
（養浜）

人 リ フ

養浜

宇治山田港海岸侵食対策事業（伊勢市）

昭和22年汀線

約250億円
（人工リーフ）

（人 リ ）

これまでの
２７年間

２５年間
（約10億円/年）

（養浜）

２５年間
（約10億円/年）

莫大な費
用と時間
が必要

S63
H25

４



２．海岸の整備
２－４耐震対策（高潮対策事業・侵食対策事業・耐震対策事業）

三重県

【現状と課題】
南海トラフの巨大地震の発生が切迫しており、地震による海岸堤防の基礎地盤の液状化等による被害が懸念されている。

【対策】
○高潮対策整備等に併せて 堤防 護岸の地盤改良などの耐震対策を実施○高潮対策整備等に併せて、堤防・護岸の地盤改良などの耐震対策を実施。

○全ての堤防・護岸において、平成１６年度までに耐震点検。
危険度の結果や背後地の状況等を勘案して、詳細な耐震調査の必要な箇所を選定し、順次、調査を実施。
詳細調査の結果、対策が必要となった箇所については地盤改良などの耐震対策を実施。

高潮対策整備等に併せた耐震対策の例 耐震点検を受けた耐震対策

≪耐震点検結果≫
（県土整備部所管海岸）

《実施例》

総点検延長217.5km(km)

 
96.9km
(45%)

 
97.3km
(44%)危険度

（高）
危険度
（低）

97.5km
(44%)

磯津地区海岸高潮対策事業（四日市市）

※「海岸保全施設耐震点検マニュアル（平成７年４月）」（国土交通省、農林

水産省）に準じ、既存の地質調査や周辺の地質調査を参考に実施
義

長島地区海岸高潮対策事業（桑名市）
 

23.1km
(11%)

危険度
（中）

※危険度の定義
危険度(低)：地震が発生した場合、保全施設としての機能が確保でき

ると想定される施設
危険度(中)：地震が発生した場合、多少の変状はあるが防護施設とし

ての機能はほぼ確保されていると想定される施設
危険度(高)：地震が発生した場合、防護施設としての機能が確保でき

ない可能性が高いと想定される施設
地震力（設計震度） 年 程度発生する 能性 ある地震

的矢港海岸高潮対策事業（志摩市）

※地震力（設計震度）は、７５年に1回程度発生する可能性のある地震
（レベル１地震動）により検討しており、気象庁の発表する震度階
級では、概ね震度５強～６弱になります。その地震力により堤体の
危険度、地盤の液状化を判定。

南張地区海岸耐震対策事業（志摩市）５



２．海岸の整備 三重県

２－５避難対策（津波・高潮危機管理対策事業）

【現状と課題】
南海トラフの巨大地震の発生が切迫しており、津波発生時における、陸閘等の操作者の安全の確保や海岸からの迅速な避難が課題と
なっている。

【対策】【対策】
○津波到達時間が早いと予測される熊野灘沿岸の大型陸閘を中心に動力化（一部は遠隔操作化・自動化）に向けた取組を、平成１６

年度より実施。また、現在、全ての陸閘について廃止や常時閉鎖の促進に向けた検討中。
○海水浴場等海浜利用の多い海岸へ避難啓発看板や避難誘導階段の設置を実施。

陸閘の動力化 避難啓発看板や避難誘導階段の設置

管理者 所管 陸閘数

操作方式

人力

動力化

陸閘

陸閘の動力化 避難啓発看板や避難誘導階段の設置

《動力化実施例》
県土整備部が管理する陸閘数と操作方式 避難誘導階段

人力
遠隔化 自動化

県土整
備部

港湾局 ８１５ ７００ １１５ １４ ８

水国局 ２９８ ２８７ １１

計 １１１３ ９８７ １２６ １４ ８
操作盤

監視カメラ

長島港海岸
（紀北町）

陸閘
陸閘

《遠隔操作化実施例》 《自動化実施例》

国府地区海岸（志摩市）

避難啓発看板陸閘 避難啓発看板

遠隔操作装置

自動化装置
（監視局）

五ヶ所港海岸（南伊勢町） 安乗地区海岸（志摩市） ６鵜殿港海岸（紀宝町）



２．海岸の整備 三重県

２－６今後の海岸整備の課題（１）
【現状】【現状】

○三重県の海岸保全施設は昭和３０年代以降整備され、その構造等は伊勢湾台風級の高波や高潮を考慮して設計され津波は考慮
されていません。

現在は、老朽化対策や侵食対策、耐震対策に加え、陸閘の動力化等きめ細やかな対策も含め、様々な課題に対応して整備を進
めている。
【課題】

○三重県が平成１５年に想定した津波高と比較し、天端高が低い施設延長が全体の約３７％あり、今後は津波に対応できる海岸
の整備が必要となってきているが、限られた予算の中で効率・効果的な整備を進めるため、ハード対策とソフト対策を組み合わ
せた対策が必要と考えている。

四港（港湾）
37.2

県（漁港）
26.5

市町（漁港）
109.3

40

60

80

100事
業
費

(

億
円

県単費

補助費計

≪海岸予算の推移（県土整備部）≫
≪想定津波高（Ｍ８クラス）と堤防等の天端高との比較≫

県（港湾）
213.6

県（水国）
187.3

想定津波高より
天端高が低い

海岸保全区域の延長

海岸保全区域

県（農地）
86.3

市町（漁港）

527km
県（港湾）

120.2

194km

0

20

40

H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25

年度

円
）

※Ｈ２２以降 補助費は交付金に移行

県（農）
124.7

老朽化対策
 11.2億円

県（水国）
14.6

海岸保全区域の延長

県（漁港）
9.5

県（港湾）
32.8

四港（港湾）

市町（漁港）
34.2※直轄海岸事業を除く、各年度の県当初予算

※Ｈ２２以降、補助費は交付金に移行

≪平成２５年度対策別事業費（県土整備部）≫

避難行動対策
1.2億円

耐震対策
7 5億円

侵食対策
 8.1億円

億円
0.0

※ 想定津波高は平成１５年１０月に県防災危機管理局（当時）が中央防災会
議（2003年）において公表された東海・東南海・南海地震（３連動、M8.7）の
震源モデルを基に算出した津波高。

※ 各海岸の最低天端高と想定津波高との比較

約３０億円

その他
1.4億円

7.5億円

大震災前の想定津波高より天端高が低い海岸保全区域の延長は
約１９４ｋｍ（海岸保全区域全延長の約３７％）限られた海岸予算において、様々な課題について対策を実施

（年間約３０億円（県土整備部のみ））
７

※「四港」は四日市港管理組合



２．海岸の整備 三重県

２－６今後の海岸整備の課題（２）
【現状】【現状】
国の地震調査研究推進本部は、南海トラフにおいてＭ８～Ｍ９クラスの地震が３０年以内に６０％～７０％の確率で発生する
と公表しています。
また、三重県では南海トラフの巨大地震（最大クラス）により、最大で２７ｍの津波が短時間で到達し、最悪の場合、死者が
約４万３千人に上り、約２３万９千棟の建物が全壊すると推定されている。（内閣府想定）

【課題】
○切迫する南海トラフの巨大地震による被害の軽減のため、海岸保全施設などのハード整備を着実に進めるとともに、中部地方
整備局が有識者等による検討委員会を設置し検討している「地震・津波災害に強いまちづくり」について、県においても市町
と協議しながら検討を行っていく必要があると考えている。

「地震・津波災害に強いまちづくり」の施策体系

三重県の最大津波高
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※南海トラフの巨大地震モデル検討会（第二次報告）
を参考に作成

※地震 津波災害に強 まち くり
ガイドライン（中間とりまとめ）

（平成２５年３月 国土交通省中部
地方整備局）を参考に作成
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３．海岸の維持管理 三重県

３－１巡視・点検

【三重県公共土木施設パトロール等維持管理業務実施要領に基づき巡視・点検】
海岸保全施設等の状況を的確に把握し、施設の維持管理に必要な情報及び資料を収集するとともに、施設の異常

や県民の意見・要望に対して迅速かつ適切な措置を講ずることにより、施設を常時良好な状態に保ち、県民サービ
スの向上に資することを目的に実施しています。

◆点検の範囲
①堤防・護岸、消波ブロック・離岸堤等コンクリート構造物

海岸保全施設のある区域で背後に人家や公共施設のある区間
②陸閘、水門等鋼構造物

施設全数

海岸保全施設の点検項目

施設 数
◆巡視点検の頻度

平常時点検 年２回
異常時点検 波浪、高潮等により災害が発生した場合又はおそれがある場合

◆点検項目

点検結果（日誌）海岸保全施設の点検項目

内容 平常時 異常時 夜間
項目 点検 点検 点検

漏水 ○
沈下、破損及び隙間 ○ ○
基礎や根固めの洗堀 ○ ○
堤脚水路等の閉寒 ○
横断暗渠等開口部の異常 ○

点検内容

河川・海岸の

様式－２

○○町○○～△△町△△

パトロール実施日時

海岸名等

パトロール実施区間

天候

パト 員名

○○海岸

○○町○○～△△町△△

△△海岸

パトロール日誌（記入例）

平成　２１　年　　１０　月　　１　日（　木　） ＡＭ　　９　：　００　～　１２　：　００ ＰＭ　　１３　：　００　～　１７　：　００

○○ サ タ ト（株） 重 太郎 重 花子

　　（晴）　　・　　曇　　・　　雨　　・　　小雨　　・　　雪

点検結果（日誌）

横断暗渠等開口部の異常 ○
斜路・階段等の破損 ○ ○
標識等の状況 ○
工作物（小屋等不法占用物） ○
ごみ等の放置 ○
河道・海浜内の異常堆積 ○ ○
土石の採取 ○
床止・堰等の破損 ○ ○

堤防の状況

河道及び海浜

○○海岸 右岸 ○○町○○ △公園横

○○町○○ △グランド横 10:00

11:00

目標物によ
る箇所表示

点検時間
資料番号

パトロール日誌作成者名 ○○コンサルタント（株）　　三重　太郎　

パトロール員名

2

点検項目

点検番号 緊急度
番号 海岸名等

左右
岸別

箇所名

○○海岸 右岸1 53

点検結果（問題点）

点検結果

○○コンサルタント（株）　　三重　太郎　、　三重　花子

2

（Ａ）　Ｂ　　Ｃ　

62 Ａ　（Ｂ）　Ｃ　

堤防から漏水あり 1

河道内に土砂崩落あり

（Ａ）　Ｂ　　Ｃ　

4 4 Ａ Ｂ （Ｃ）55 護岸の基礎洗掘あり14:00△△海岸 左岸 △△町△△ ○橋下流

3 53 堤防から漏水あり 311:30○○海岸 右岸 ○○町○○ △駐車場横

海浜の異常洗堀 ○ ○
海浜の異常陥没 ○ ○
その他 ○
戸当たり部の障害物 ○
取付護岸との隙間及び沈下 ○
ゲート付近の異常堆積洗堀 ○ ○
水位計付近の異常 ○
その他 ○

の状況

水門、樋門、
樋管、陸閘、
角落、防潮
扉、テレメー
タ、水防倉庫

4 4 Ａ　　Ｂ　（Ｃ）　55 護岸の基礎洗掘あり14:00△△海岸 左岸 △△町△△ ○橋下流

5 62 沈下、破損及び隙間あり 5△△海岸 左岸 △△町△△ ○井堰上流 15:20 Ａ　（Ｂ）　Ｃ　

Ａ　　Ｂ　　Ｃ　

Ａ　　Ｂ　　Ｃ　

6

8 Ａ　　Ｂ　　Ｃ　

7

9 Ａ　　Ｂ　　Ｃ　

その他 ○
施設の沈下、破損 ○ ○
排水工等の閉寒 ○ ○
ごみ等の放置 ○
付属施設の破損 ○
照明施設 ○ ○
その他 ○

タ、水防倉庫

防波堤・道隆
堤岸壁、物揚
場船場等の

状況

緊急度 Ａ ・・・・・ 直ちに対応が必要な事象（すぐに対処しなければ重大な被害につながる恐れがある場合）

緊急度 Ｂ ・・・・・ 早急に対応しなければならない事象（修繕は必要であるが、修繕実施まで間は危険表示の
設置等で対応できる場合）

緊急度 Ｃ ・・・・・ 緊急度が低い場合（当面は点検を継続することにより、その変化を見た上で対応を考えるこ
とができる場合） ９



３．海岸の維持管理 三重県

３－２維持工事

【県単独事業による維持工事】
点検・巡視による施設の異常や県民の意見・要望に対して施設を常時良好な状態に保ち、県民サービスの向上に

資することを目的に毎年維持工事を実施しています。

①堤防・護岸、消波ブロック・離岸堤等コンクリート構造物

有馬地区海岸階段護岸修繕（県単）

＜維持工事等の内容＞
・堤防、護岸補修
・海浜等海岸利用施設の修繕（照明、階段等）
・陸閘 水門等の更新 補修

海岸関係維持管理予算の推移

陸閘、水門等の更新、補修
・波高計等情報基盤の更新、補修
・海岸清掃

②陸閘、水門等鋼構造物

200 000

250,000

海岸関係維持管理予算の推移

（千円）

老朽化や管理施設
数増による維持管

着工前 完了限られた予算の中
で優先順位の高い

施設から修繕

千代﨑港海岸陸閘修繕（県単）

150,000

200,000 数増による維持管
理費の増加

50,000

100,000

10
0

H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25
（年度）

着工前 完了



３．海岸の維持管理 三重県

３－３海岸清掃活動などへの支援

【海岸美化ボランティア活動推進事業】
地域住民が自主的に行う海岸清掃（ごみ拾い、草刈り等）について、県が必要な物品を提供するとともに、活動
中の事故に備えて保険料を負担して実施する事業です。

年度 参加団体数 参加者数

平成２０年度 ８４ ２４，０４０

平成２１年度 ７６ ２２，８９７

平成２２年度 ８２ ２６，５７４

平成２３年度 ８５ ２３，２０１

平成２４年度 ９０ ２２ ５０７平成２４年度 ９０ ２２，５０７

※海岸美化ボランティア活動推進事業は平成10年度から実施

海岸美化ボランティア活動推進事業を活用した市民団体等の活動例（平成24年度実績）海岸美化ボランティア活動推進事業を活用した市民団体等の活動例（平成24年度実績）

団体名 年間参加延人数 年間実施回数

若松海岸通り美化ボラン
ティア推進協議会

約1,260人 2回

鈴鹿ライオンズクラブ 約400人 1回

津市立白塚小学校 約500人 1回

北立誠地区自治会連合会 約130人 2回

11※白塚小学校の児童たち

町屋百人衆 約840人 5回

ＮＰＯ法人阿漕浦友の会 約1,450人 7回



３．海岸の維持管理 三重県

３－４特色のある海岸管理
【海岸漂着流木 無料 布】

○結果概要

実施日 平成２４年２月５日 ３月１１日

【海岸漂着流木の無料配布】
紀伊半島大水害（平成23年9月の台風12号）によって、七里御浜海岸に大量漂着した流木を、薪燃料・日曜大工・
農園資材等として広く県民に配布し有効活用するとともに、処分費用の削減をめざし実施しました。

実施日 平成２４年２月５日、３月１１日
配布件数 ８７件
配布量 約１７０㎥
処分費用の削減額 約１４６万円

12



３．海岸の維持管理 三重県

３ ５今後の維持管理の課題３－５今後の維持管理の課題

○海岸管理者である三重県（水国局所管、港湾局所管、農林部局、水産部局）の連携の仕組みづく
りが必要である。

○海岸漂着ゴミ対策においては、発生抑制を重点的に取り組み、海岸清掃に係る費用を削減して
いく必要がある。

○海岸法第７条（占用）及び第８条（行為制限）の許可にあたり、様々な事例に対応した、技術審
査基準を策定する必要がある。
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